
財団法人東京消防協会 

 

第１ 監査の目的 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項に基づき、都が補助金交付等の財政

援助を行っている団体に対して、収支及び補助金の算定は適正に行われているか、財政援助に係

る事業は目的に沿って適切に執行されているか、監査を実施する。 

 

第２ 監査の対象 

１ 監査対象団体及び局 

（１）監査対象団体  財団法人東京消防協会 

（２）監査対象局   東京消防庁 

 

２ 団体の概要 

（１）団体の概要 

    財団法人東京消防協会は、昭和１８年７月に設立された団体であり、東京都内の消防機関が

行う諸施策に協力し、消防職員等の文化の向上及び厚生、共済等の事業を行い、首都消防の充

実強化に寄与することを目的として、次の事業を行っている。 

  ア 東京都内の消防機関が行う諸事業への協力に関する事業 

  イ 消防技術及び消防機械器具等の研究開発 

  ウ 機関誌及び図書の発行と斡旋 

  エ 消防職員及び家族の教養並びに文化の向上に関する指導助成 

  オ 消防職員及び家族の保健、福利厚生、共済等に関する諸事業並びに弔慰援護 

  カ その他協会の目的を達するため必要と認める事業 

（２）組織（平成２４年３月３１日現在） 

   団体は、事務所を千代田区大手町一丁目３番５号（東京消防庁内）に置き、役員２１名（理

事長１名、常務理事１名、理事１７名、監事２名）（うち非常勤役員１９名）及び職員６２名で、

４課１職員会館をもって構成されている。 

 

３ 都との関係 

（１）補助事業の交付目的、対象経費及び算定方法 

    都は、団体に対して、東京消防庁消防職員待機宿舎給食事業補助金交付要綱に基づき、東京

消防庁の管理する消防職員待機宿舎の給食業務を円滑に運営することを目的として、同業務に

従事する職員の給料等を予算の範囲内で補助している。 
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（２）補助金交付状況 

    都は、団体に対して、平成２２年度１，４３０万余円、平成２３年度１，６０７万余円の補

助金を交付している。 

 

第３ 監査の範囲及び実地監査期間 

１ 監査の範囲 

  平成２２年度及び平成２３年度の事業について実施した。 

２ 実地監査期間 

（１）東京消防庁       平成２４年１０月１６日 

（２）財団法人東京消防協会  平成２４年１０月１７日 

 

第４ 監査の結果 

１ 補助対象事業の執行について 

  団体が行っている補助対象事業について、総勘定元帳、伝票及び証ひょう等により、収支及び

補助金の算定は適正に行われているか、事業は適切に執行されているかについて検証した。 

   その結果、収支及び補助金の算定は適正に行われており、事業は財政援助の目的に沿って適切

に執行されていると認められる。 

 

第５ 補助対象事業の概要 

   東京消防庁の消防待機宿舎には単身待機宿舎が７３か所あり、そのうち団体が補助対象事業を

行っている待機宿舎名、給食業務員の人数及び給料等の金額は、表１のとおりである。 

 

（表１）補助対象事業の実績 

 
待機宿舎名 

年度末における 

給食業務員数（人）

給食業務員に係る給料等

の金額（円）（注１） 

豊 島 ２ 

鶴 川 １ 

石神井 １ 
平成２２年度 

計 ４ 

１４，３０５，６２４

豊 島 ２ 

鶴 川     ０（注２）

石神井 １ 
平成２３年度 

計 ３ 

１６，０７９，１５７

（注３）

 （注１） 各年度における給食業務員に係る給料等の金額が補助金交付額となっている。 

 （注２） 給食業務員が平成２３年１２月末に退職したため、補助対象事業が終了した。 

 （注３） 退職手当を含む。 


